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　質問議員が500字以内に内容をまとめたものを通告順に掲載し

ています。

身
の
丈
に
合
わ
ぬ
大
庁
舎

計
画
見
直
し
最
後
の
チ
ャ
ン
ス

庁
舎
計
画
は
適
正
財
政

　
健
全
化
の
道
で
あ
る

岩
蕗
　
昭
美
　
議
員

に
し
は
り
ま
ご
み
処
理
セ
ン
タ
ー

　
建
設
・
総
合
評
価
方
式
の
入
札
を

循
環
型
社
会
に
む
け
た

　
　
　
地
域
づ
く
り
を

市
滞
納
処
理
実
施
要
領
を

　
　
　
　
　
　
策
定
す
る

北
川
　
清
司
　
議
員

使
用
料
金
等
滞
納
対
策
は
？

田
中
　
鶴
雄
　
議
員

問
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問

問

問

問問

問問問

問 市
長

市
長

市
長

市
長

　
　
　
　
行
政
懇
談
会
で
の

　
　
　
庁
舎
建
設
を
急
ぐ
市

長
説
明
は
、
厳
し
い
財
政
や

新
市
の
行
末
に
つ
い
て
の
住

民
不
安
を
解
消
で
き
な
か
っ

た
。
合
併
理
念
に
そ
っ
た
ス

リ
ム
な
本
庁
、
足
腰
の
強
い

市
民
局
に
立
ち
還
る
最
後
の

機
会
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
新
庁
舎
は
適

　
　
　
　
　
正
な
基
準
範
囲

内
で
あ
る
。
早
期
建
設
に
よ

り
、
組
織
の
ス
リ
ム
化
、
財

政
健
全
化
が
図
れ
る
。
議
会

や
市
民
委
員
会
、
行
懇
席
上

等
で
一
定
の
理
解
が
得
ら
れ

た
と
判
断
し
て
い
る
。
庁
舎

建
設
が
他
の
事
務
事
業
に
及

ぼ
す
影
響
は
無
い
と
考
え
て

い
る
。

　
　
　
　
庁
舎
建
設
を
機
に

　
　
　
財
政
が
好
転
す
る
と

し
た
一
片
の
資
料
は
信
じ
ら

れ
な
い
。
よ
り
身
の
丈
に
合

う
建
設
計
画
に
見
直
す
必
要

が
あ
り
、
慎
重
論
を
押
し
切

っ
て
の
進
め
方
は
良
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
建
設
を
強
行

　
　
　
　
　
す
る
つ
も
り
は

な
い
。
色
々
な
意
見
を
入
れ

規
模
も
縮
小
し
た
し
、
公
表

し
た
財
政
試
算
は
デ
タ
ラ
メ

な
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
地
域
情
報
化
計
画

　
　
　
こ
そ
ス
ピ
ー
ド
を
上

げ
急
ぐ
べ
き
施
策
で
あ
る
。

着
工
計
画
に
つ
い
て
の
考
え

方
を
問
う
。

　
　
　
　
　
　
来
年
度
に
実

　
　
　
　
　
施
計
画
を
作
成

し
、
２０
年
度
か
ら
２２
年
度
に

基
盤
整
備
と
し
て
、
情
報
伝

達
や
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
等

の
対
応
を
行
う
。
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
効
率
化
な
ど
、
全
計

画
の
完
成
に
は
１０
年
間
か
か

る
事
業
で
あ
る
。

　
　
　
　
に
し
は
り
ま
３
市

　
　
　
２
町
で
は
・
環
境
事

務
組
合
を
設
立
・
（
宍
粟
市
、

佐
用
町
、
上
郡
町
）
（
旧
安

富
町
、
新
宮
町
）
・
広
域
ご

み
処
理
計
画
を
樹
立
し
、
新

宮
町
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
開
発
区

域
内
に
建
設
を
計
画
。
人
口

規
模
・
１０
万
５
千
人
、
ご
み

焼
却
施
設
に
加
え
再
資
源
化

施
設
を
併
設
。
総
事
業
費
約

１
０
０
億
円
を
も
っ
て
、
１８

年
１１
月
進
入
路
等
一
部
工
事

に
着
手
、
２２
年
４
月
稼
動
を

目
指
す
と
し
て
い
る
。

　
ご
み
処
理
施
設
の
場
合
、

そ
の
運
営
管
理
に
は
高
度
な

処
理
設
備
と
な
る
こ
と
か
ら
、

専
門
的
な
技
術
や
資
格
が
必

要
で
あ
り
長
期
の
安
定
操
業
、

効
率
性
・
経
済
性
が
重
要
で

あ
る
。

　
事
業
運
営
の
方
法
は
公
設

民
営
（
Ｄ
Ｂ
Ｏ
方
式
）
建
設

は
公
共
、
そ
し
て
事
業
運
営

は
民
間
（
長
期
委
託
）
に
一

括
し
て
入
札
発
注
す
る
。
つ

ま
り
価
格
そ
の
他
、
民
間
の

能
力
・
技
術
力
な
ど
ノ
ウ
ハ

ウ
を
総
合
的
に
判
断
し
て
落

札
業
者
を
決
定
す
る
新
方
式

の
総
合
評
価
入
札
を
実
施
す

る
べ
き
と
考
え
る
が
。

　
　
　
　
　
　
総
合
評
価
方

　
　
　
　
　
式
入
札
は
時
間

的
に
や
や
難
し
い
が
、
管
理

運
営
に
つ
い
て
は
単
年
度
毎

の
委
託
発
注
・
長
期
一
括
発

注
及
び
Ｄ
Ｂ
Ｏ
の
維
持
管
理

方
式
の
検
討
を
進
め
て
い
る

が
決
定
の
状
況
で
な
い
。

水
道
局
長

水
道
局
長

福
祉
部
長

教
育
次
長

総
務
部
長

総
務
部
長

　
　
　
　
合
併
後
水
道
使
用

　
　
　
料
の
滞
納
が
急
激
に

増
加
し
て
い
る
。
原
因
を
聞

き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
婦
人
会

　
　
　
　
　
　
　
等
で
の
徴

収
か
ら
個
別
口
座
振
替
が
増

え
預
金
残
高
不
足
で
引
落
が

で
き
な
い
な
ど
。

　
　
　
　
料
金
収
納
対
策
の

　
　
　
一
環
で
、
給
水
停
止

処
置
が
執
行
さ
れ
る
と
聞
い

て
い
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
水
道
料

　
　
　
　
　
　
　
に
係
る
給

水
停
止
処
分
の
取
扱
要
領
に

基
づ
き
事
務
手
続
き
を
実
施

す
る
。

　
　
　
　
保
育
料
の
滞
納
額

　
　
　
と
今
後
の
収
納
方
針

を
聞
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
滞
納
繰

　
　
　
　
　
　
　
越
額
５
２

３
万
円
で
あ
り
、
対
策
に
つ

い
て
は
市
立
保
育
所
長
を
経

理
員
に
任
命
し
、
収
納
体
制

を
整
え
て
い
る
。

　
　
　
　
学
校
給
食
費
の
滞

　
　
　
納
整
理
状
況
を
問
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
未
納
者

　
　
　
　
　
　
　
３１
名
、
金

額
約
１
４
３
万
円
、
法
的
措

置
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
収

納
に
つ
と
め
る
。

　
　
　
　
自
治
会
長
に
家
屋

　
　
　
現
況
調
査
を
依
頼
し

て
い
る
が
、
個
人
情
報
保
護

法
と
の
整
合
性
を
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
個
人
情

　
　
　
　
　
　
　
報
保
護
法

と
の
関
係
は
公
文
書
の
調
査

を
し
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
。

　
　
　
　
一
般
的
に
は
密
告

　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
個
人
情

　
　
　
　
　
　
　
報
保
護
法

を
調
査
研
究
す
る
。


